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項  目 控     除     額 

雑損 
次の①又は②で求めた金額のうちいずれか多い方の金額 
① 損害金額－保険金等で補てんされる金額－総所得金額等×0.1 
② 災害関連支出の金額－5 万円 

医療費 

( 支払った医療費の額－保険金等で補てんされる金額 ) の合計額－総所得金額等×0.05 
※｢総所得金額等×0.05｣について 

総所得金額等×0.05 が 10 万円を超える場合には､10 万円となります｡ 
なお､上記の算式で求めた医療費控除の金額が 200 万円を超える場合には､医療費控除額は

200 万円が限度額となります｡ 
社会保険料 支払った金額 
小規模企業 
共済等掛金 

支払った金額 

生命保険料 

支払保険料の合計額(剰余金､割戻金を差引いた残額) 控  除  額 

① 
支払った保険料が生命

保険料だけの場合 

~15,000 円   その支払保険料の合計額 
15,001 円~40,000 円 支払保険料の合計額×0.5+7,500 円 
40,001 円~70,000 円 支払保険料の合計額×0.25+17,500 円 

70,001 円~ 35,000 円(限度額) 

② 
支払った保険料が個人

年金保険料だけの場合 

~15,000 円   その支払保険料の合計額 
15,001 円~40,000 円 支払保険料の合計額×0.5+7,500 円 
40,001 円~70,000 円 支払保険料の合計額×0.25+17,500 円 

70,001 円~ 35,000 円(限度額) 
①②両方がある場合 ①②それぞれで求めた額の合計額 

損害保険料 

① 
短期損害保険契約に係

るもの 

~1,000 円    その支払保険料の合計額 
1,001 円~3,000 円 支払保険料の合計額×0.5+500 円 

3,001 円~ 2,000 円(限度額) 
② 
長期損害保険契約に係

るもの 

~5,000 円    その支払保険料の合計額 
5,001 円~15,000 円 支払保険料の合計額×0.5+2,500 円 

15,001 円~ 10,000 円(限度額) 

①②両方がある場合 
①②それぞれで求めた額の合計額 
(この合計額が､10,000 円を超える場合は 10,000 円) 

注) 短期損害保険契約 
損害保険契約等のうち､次の長期損害保険契約に該当しないもの 

長期損害保険契約 
損害保険契約等のうち､満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が 10 年以上

のもの 

寄附金 
次の①又は②で求めた金額のうちいずれか低い方の金額(マイナスのときは 0 円) 
①長野県共同募金会､日本赤十字社長野県支部又は地方公共団体への寄附金の合計額―10 万円

②(総所得金額等×0.25)－10 万円 
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項  目 控 除 額 備  考 
配
偶
者 

一  般 33 万円(56 万円)  
老  人 38 万円(61 万円) 年齢 70 歳以上の方(昭和 12.1.1 以前に生まれた方) 

配 偶 者 特 別 下記※早見表のとおり 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合

扶 
養 
控 
除 

一  般 33 万円(56 万円)  
老  人 38 万円(61 万円) 

年齢 70 歳以上の方(昭和 12.1.1 以前に生まれた方) 
同居老親等 45 万円(68 万円) 

特定扶養 45 万円(68 万円) 
年齢 16 歳以上 23 歳未満の方(昭和 59.1.2~平成 3.1.1 生まれ

の方) 

本 

人 

該 

当 

寡婦･寡夫 26 万円 

･寡婦  次のいずれかに該当する方 
      ①夫と死別･離婚又は夫が生死不明で､扶養親族 

又は前年中の総所得金額等が 38 万円以下の生計

を一にする子がある方 
     ②夫と死別又は夫が生死不明で､前年中の合計所 

得金額が 500 万円以下の方 
･寡夫  妻と死別･離婚又は妻が生死不明で､前年中の総所 

得金額等が 38 万円以下の生計を一にする子を有し､

かつ､前年中の合計所得金額が 500 万円以下の方 

特別の寡婦 30 万円 
寡婦のうち､扶養親族である子を有し､前年中の合計所得金

額が 500 万円以下の方 

勤労学生 26 万円 
前年中の合計所得金額が 65 万円以下の方で､合計所得金額

のうち自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が 10 万円

以下の方 

普 通 障 害 者 26 万円 
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる方､福祉事務所長の認定を受けている方等 

特 別 障 害 者 30 万円 
障害者のうち､精神障害者保健福祉手帳 1 級､身体障害者手

帳 1 級又は 2 級の方　等 
基 礎 控 除 33 万円  

 注) 控除額の(  )内は同居特別障害者に該当する場合 

 

※ 配偶者特別控除額の早見表 

配偶者の合計所得金額 控除額 
380,001 円~449,999 円 33 万円 
450,000 円~499,999 円 31 万円 
500,000 円~549,999 円 26 万円 
550,000 円~599,999 円 21 万円 
600,000 円~649,999 円 16 万円 
650,000 円~699,999 円 11 万円 
700,000 円~749,999 円 6 万円 
750,000 円~759,999 円 3 万円 




